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【小林質問】  SL機関車移設訴訟

は、市所有のSL機関車（以下SL）

を展示していた土地の所有者が、太

陽光発電所を建設するので邪魔にな

らない場所へ移動してほしい、と市

に申し入れたことに始まる。 

 現地は住宅団地を控えた田園風景

の中にあり、なぜ農地法に触れずに

SL移設や太陽光発電所ができたの

か。また、そこに市行政の関与が疑

われたため、住民訴訟に発展したも

のである。 

 ２年の審理をへて市は勝訴した

が、裁判所は判決の中で部分的に市

の事務手続きの違法性を認定した。 

この判決について市の認識は。 

【総務部長】 原告側の賠償の請求

は却下、違法とした請求をいずれも

棄却、そして、訴訟費用は原告らの

負担とするとの判決。原告は控訴し

なかったため、市の勝訴が確定し

た。裁判の争点として、原告の市民

から疑義を持たれたことについて

は、それを真摯に受けとめ、市職員

が全体として適正な事務処理に努め

ていくべき教訓だと考えている。 

【小林質問】 裁判所の判断はもち

ろん、市の公文書である証拠資料か

らも農地法違反は明らか。公文書か

ら農地法違反の状態にあることは認

めるか。 

  議員活動報告会 

  まちづくりトーク  

7月21日（日）午後２～４時 

場所:豊科公民館2階中会議室 
（℡７２-２１５８） 

市民の皆さんとの意見交換の時間を拡大。 

増田議員と小林じゅん子が報告します。 

どうぞお気軽においでください ! ! 

◆安曇野市議会６月定例会小林じゅん子の一般質問◆ 

 SL機関車移設訴訟から見えてくる 

   市政の課題について ～なぜ農地法に触れることなく 

           SL移設や太陽光発電所ができたのか？～ 

【総務部長】 公文書の管理はそれ

ぞれの所管部の仕事。総務部長が見

解を述べることは不適切と考える。 

※このあと、数回にわたり質疑応答

を繰り返しましたが、関係する部長

らからはあやふやな発言や「すぐお

答えができない」という言葉が続

き、逃げの答弁に終始しました。 

 市は「勝訴」しましたが、それは

機関車の移設事業そのものは違法で

はなかったので、損害賠償の必要は

ないというものです。しかし、事業

を進めるにあたり、手続きのあちこ

ちに農地法違反があったことを裁判

所は認めているのです。 

 今回の一般質問では、関係する公

文書からも農地法違反は明らかだと

追及しましたが、市は「勝訴したの

だから、農地法違反はなかったとい

うことだ」と根拠なく言い張ってい

ます。ようするに、問題はまったく

解決していないということになりま

す。そこで、宮沢市長に提案しまし

た。 

【小林質問】 市は裁判では勝訴し

たが、公文書を見る限り違法性は明

らかで、農地法違反の問題は解決し

ていない。第三者委員会の調査、検

証が必要ではないか。 

【市 長】 勝訴したので、第三者

委員会設置の必要はないと考える。 

※三セク・トマト栽培施設の裁判で

は、市は東京高裁で敗訴するも、最

高裁では勝訴しました。それでも、

第三者委員会を立ち上げ調査・検証

をしています。なぜか？それは、ト

マト栽培施設の問題は前任の市長と

副市長の失敗であり、自分には責任

がなかった、ということを示した

かったからではないでしょうか。 

 それにくらべ、今回は、宮沢市政

下において、市職員や事業者に農地

法違反、農地の違反転用があったと

いうことになれば大問題ですから、

これ以上の調査・検証は避けたかっ

たのでしょう。組織防衛に走る行政

の姿と見えました。 

自治体は、法令に違反してその事務を処理してはならない（地方自治法） 

 市は土地利用条例により、田園居住区域、田園環境区域、山麓保養区域、森

林環境区域など区分わけして、環境や景観の保護をはかるとともに、住民の土

地利用に厳しい規制をかけています。また、農地法においても、安曇野市内の

農地はほとんどが農用地区域内農地（いわゆる青地）で、原則として転用は認

められません。 

 ところが、実際には実行するつもりのない事業計画をでっち上げ、農地転用

について行政の許可・承認を得たところで、実際には別の事業を行うという違

法農地転用の事例は少なくないのです。そこに、行政が関与し違法行為に加担

したとなれば、どうでしょう。市民には厳格な基準を強いておきながら、その

一方で、職員みずからが脱法行為を働いて業者に便宜を図るようなことがある

とすれば、もはや公平・公正であるべき市の事務事業は成り立ちません。 

 総務部長の答弁「市民から疑義を持たれたことについては真摯に受けとめ、

全職員が適正な事務処理に努めるべき教訓とする」に、今後も注目です。 

▼安曇野市・農業委員会だより第25号 

（平成30年7月4日発行）より 
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安 曇野 市 では、国 や 長 野 県の

ICT 利 活 用 の 推 進 方 針 に よ

り、市の認定子ども園で ICT利活用

の試験運用が始まることになりまし

た。出欠席の連絡、確認や保護者と

の連絡にスマホやタブレット端末を

使うことや、3歳未満児のお昼寝布

団にセンサー付マットを敷き心拍

数、呼吸数、体温などのデータを可

視化し、突然死の防止や保育士の労

働軽減につなげるという ICT利活用

の試験運用のために、保育施設にWi

-Fiを設置することになります。 

時 代は5G超高速通信へ、スマ

ホやWi-Fiの普及に何の疑問

も持たず便利に使っている人が多い

ですが、電磁波による健康被害は無

視できない状況になっています。に

もかかわらず、最も電磁波に影響を

受けやすい乳幼児が生活する場で

ICT利活用を進めるという今回の計

画には、大きな不安を感じます。 

 そんななか、今議会に「公立保育

園へICT利活用事業を導入するにあ

たり、無線LAN使用について慎重に

検討することを求める陳情」が提出

され、継続審査になっています。 

人 間を含む生物は、長い進化の

過程で、自然界にある電磁波

へ適応してきましたが、5G超高速

通信の電磁波があふれる環境は、人

類にとって未経験、未知の世界で

す。危険ではないと結論を下すのは

時期尚早であり、慎重な対応が必要

です。特に、成長期にある子どもた

ちは電磁波の影響を受けやすいの

で、できる限り安全な環

境を大人が用意してやる

必要があります。 

安曇野市議会６月定例議会～ここに注目  

 住民訴訟の結果を市はどう受け止めるか、松枯れ対策の農薬空中散布をまだ続ける

のか、認定こども園（保育所）にWi-Fiを整備して、幼い子どもたちを電磁波にさらす

のはどうなのか、大糸線・駅の無人化をこれ以上進めていいのか等々、議論すべきこ

とはいくつもありましたが、継続審査になったものも多く、波乱の少ない議会でした。

私自身も、最終日に質疑や討論をしなかった稀有な議会となりました。 

◆「松本糸魚川連絡道路」  
  安曇野市新設区間の住民説明会 ◆ 

 地域高規格道路・松本糸魚川連絡道路

については、昨年度、課題の共有、必要

性の確認、複数ルート案の比較評価な

ど、5つの段階を踏んで、地域の理解が

得られるルートを選定していくとの県か

ら新たな進め方が示された。その第1段

階として、6月9日、市役所において、

県と市が合同で事業の進め方、必要性、

整備効果などについて説明会を行った。 

 宮沢市長は議会開会の挨拶で「引き続

き、議会の皆さんと連携を図りながら事

業促進に努める」と発言、市議会も推進

のための議員連盟を議員有志で立ち上げ

た（小林じゅん子は加入せず）。 

 これまではBルート（概算事業費195 

億円）で検討が進んできたが、反対は根

強い。Aルートになれば290億円もかか

る。そのうえ、この連絡道路による時間

短縮は12～3分程度。費用対効果で見て

も合理性がなく、200億円、300億円

かけてまで建設しなければならないもの

か。はなはだ疑問である。 

◆幼児教育・保育の無償化に伴う 
  子ども・子育て支援事業費補助金◆ 

 この秋10月1日から、3歳～5歳まで

の幼稚園、保育所、認定こども園などの

利用料が無償となる。（住民税非課税世

帯の場合は、0歳～2歳も無償化の対象

となる） 

 さらに長野県では、信州型自然保育

（信州やまほいく）の認定園となった認

可外保育施設を利用する世帯の保育料に

対する補助も行うことを決めた。ただ

し、県と自治体が2分の１づつ補助する

形なので、現時点で手を挙げているのは

安曇野市だけとのこと。野外保育・自然

保育では先進地である安曇野市、信州型

自然保育を行っている認可外保育所につ

いて、いち早く保育料補助を決めたこと

は高く評価したい。 

◆学校給食センターの今後 
   堀金給食センターの廃止も検討◆ 

 「学校給食センターの抱える課題と今

後の展望について説明を行うとともに、

市民の皆さんの意見をお聞きする」と呼

び掛けた市民説明会は、堀金給食セン

ターの廃止や、他の3つの給食センター

の民間委託を提案する内容であったた

め、受け入れられないという市民が多

かった。 

 経費の問題だけで考えれば、すでにギ

リギリの予算で運営している給食セン

ター、民間委託したところでどれほどの

メリットがあるのか。まだ築14年の堀

金給食センターの廃止は考えられない

し、内部の設備更新に1.5～2億円かか

るとしても、市の財政をそれほど圧迫す

るとも思えない。疑問はつきず、簡単に

結論は出せない。そんな市民の意向を受

け、再度の市民説明会を計画すると約束

して終わった。 

◆安曇追分駅の完全無人化について、 
      再検討を求める（陳情）◆ 

 陳情の趣旨は、ＪＲ利用者や地域住民

の意見を丁寧に聞き、安曇追分駅の無人

化について再検討してほしいというも

の。おそらく、無人化が決まった他の駅

についても、思いは同じではないか。 

 JR駅の無人化については、駅業務の

委託費削減を最優先に考えた安曇野市

が、各駅毎の乗降者にアンケート調査を

しただけで、駅周辺の地域住民の意見を

聞くこともせず、行政サイドで決めてし

まったことが問題だったのではないか。  

 この陳情をきっかけに、駅の無人化が

どのような結果をもたらすのか議論を深

め、再検討されることを期待する。 

 

3.0% ～ 4.6% 
電磁波過敏症の人の割合／日本 

今後の増加が心配される！ 

（陳情は継続審査へ） 


